
告 示

○土地改良区の役員の氏名変更の届出…………………………………（農業施設管理課） ２２
○土地改良区の役員の住所変更の届出…………………………………（農業施設管理課） ２２
○道営土地改良事業の工事の完了………………………………………（農業施設管理課） ２２
○農林水産大臣権限に係る保安林の指定の予定…………………………………（治山課） ２２
○知事権限に係る保安林の指定の解除……………………………………………（治山課） ２３
○農林水産大臣権限に係る保安林の指定の解除の予定…………………………（治山課） ２３
○知事権限に係る保安林の指定施業要件の変更の予定…………………………（治山課） ２３
○森林法による通知に代える公示…………………………………………………（治山課） ２３
○道路の区域の変更及び供用の開始……………………………………（維持管理防災課） ２４

総合振興局告示及び振興局告示

○特定調達契約に係る入札の公告（２件）…………………………………………………… ２４
道教育庁教育局告示

○特定調達契約に係る落札者等の公示………………………………………………………… ２７
道警察本部告示

○特定調達契約に係る落札者等の公示………………………………………………………… ２７

告 示

北海道告示第５００号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、新十津川土地改良区か
ら、次のとおり役員の氏名変更の届出があった。
平成２６年７月１１日

北海道知事 高 橋 はるみ
理事・監事の別 変 更 前 変 更 後
理 事 大久保 � 康 大久保 博 康

北海道告示第５０１号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、余市川土地改良区から、

次のとおり役員の住所変更の届出があった。

平成２６年７月１１日

北海道知事 高 橋 はるみ

理事・監事の別 氏 名 住 所
変 更 前 変 更 後

監 事 齋 藤 完 余市郡仁木町長沢南４７１番地 余市郡仁木町銀山２丁目４５７番地１

北海道告示第５０２号

次のとおり道営土地改良事業の工事を完了したので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５

号）第１１３条の２第３項の規定により公告する。

平成２６年７月１１日

北海道知事 高 橋 はるみ

地 区 名 事 業 の 種 類 完了年月日
きよ

中 浦 幌 畑地帯総合整備［担い手支援型］（農業用用排水施設、暗渠排水、土層改良） 平成２５．２．８

同 同 （区画整理） 同 ２２．１２．１３

茂 岩 畑地帯総合整備［担い手支援型（単独土層改良）］（土層改良、暗渠排水） 同 ２４．１２．１８

下 居 辺 同 （土層改良） 同 ２３．１２．９

同 同 （暗渠排水） 同 ２４．１２．１４

東 和 かんがい排水［明渠排水］ 同 ２５．１．３０

笹 川 農地保全整備［排除工事］ 同 ２４．１１．３０

東 斗 満 一般農道整備［過疎基幹］ 同

東 栄 同 ［畑地帯農道網］ 同 ２４．１０．１０

上士幌東 畜産担い手育成総合整備［担い手支援型］（区画整理） 同 ２４．１０．１６

北海道告示第５０３号

農林水産大臣から、次のように保安林を指定する予定である旨、森林法（昭和２６年法律第

２４９号）第２９条の規定による通知があった。

平成２６年７月１１日

北海道知事 高 橋 はるみ

１ 保安林予定森林の所在場所 勇払郡むかわ町有明１３２の１地先・１３２の２地先・１３２の

１２地先・１３２の１（以上３筆地先１筆について次の図に示

す部分に限る。）、１３２の２、１３２の１２

２ 指 定 の 目 的 土砂の流出の防備

３ 指 定 施 業 要 件

� 立 木 の 伐 採 の 方 法

発行 北 海 道
編集 総務部人事局
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ア 主伐は、択伐による。
イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道水産林務部
林務局治山課及びむかわ町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第５０４号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２６条の２第２項の規定により、次のように保安林の指
定を解除する。
平成２６年７月１１日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 解除に係る保安林の所在場所 空知郡南幌町３２３８の６地先（次の図に示す部分に限

る。）
２ 保安林として指定された目的 風害の防備
３ 解 除 の 理 由 河川管理施設用地とするため
（「次の図」は、省略し、その図面を北海道空知総合振興局産業振興部林務課及び南幌町
役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第５０５号

農林水産大臣から、次のように保安林の指定を解除する予定である旨、森林法（昭和２６年
法律第２４９号）第２９条の規定による通知があった。
平成２６年７月１１日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 解除予定保安林の所在場所 礼文郡礼文町（国有林。次の図に示す部分に限る。）、

中川郡豊頃町薄別１５の１（次の図に示す部分に限る。）
２ 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
３ 解 除 の 理 由 道路用地とするため
（「次の図」は、省略し、その図面を北海道水産林務部林務局治山課及び関係町役場に備
え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第５０６号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の２の規定により、次のように保安林の指定施業
要件を変更する予定である。

平成２６年７月１１日
北海道知事 高 橋 はるみ

１ 指定施業要件変更予定保安林
の所在場所

上川郡東川町・勇払郡占冠村（以上１町１村について
次の図に示す部分に限る。）

２ 保安林として指定された目的 公衆の保健
３ 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
� 立 木 の 伐 採 の 方 法
ア 主伐は、択伐による。
イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道上川総合振
興局産業振興部林務課及び関係町村役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第５０７号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する同法第３３条第３項の規定に
よる保安林の指定施業要件の変更の通知に係る次の者の所在が不分明なので、同法第１８９条
の規定により、その通知の内容を次のとおり掲示した。
平成２６年７月１１日

北海道知事 高 橋 はるみ
１� 通 知 の 内 容 平成２６年農林水産省告示第８２６号
� 所在が不分明な者 井上 ふじゑ、河井 きよめ、宇山 ハツ、北崎 博、畑中

慎一、菊池 葉子、斉藤 徳太郎、武内 常次、加藤 慶太郎、
本間 忠五郎

� 掲 示 場 所 夕張市役所
２� 通 知 の 内 容 平成２６年農林水産省告示第８２６号
� 所在が不分明な者 谷口 了子、藤井 淳子、吉本 綾子、浅井 貞子、谷地 一

彦
� 掲 示 場 所 �別市役所
３� 通 知 の 内 容 平成２６年農林水産省告示第８２６号
� 所在が不分明な者 林 豊松、林 忠夫、長本 順一、長本 輝男、与那城 ヒデ、

佐藤 幸、佐藤 正枝、佐藤 健二、三笠 岩蔵、三橋 厚巧、
永瀬 外喜子、大迫 方子、岩崎 フミエ、白川 幸一、北日本
産業株式会社、株式会社トヨイチ
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� 掲 示 場 所 赤平市役所
４� 通 知 の 内 容 平成２６年農林水産省告示第８２６号
� 所在が不分明な者 浅野 茂樹、川本 猛雄
� 掲 示 場 所 北竜町役場
５� 通 知 の 内 容 平成２６年農林水産省告示第８２６号
� 所在が不分明な者 長田 栄太郎
� 掲 示 場 所 雨竜町役場

北海道告示第５０８号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変
更し、同条第２項の規定により道路の供用を開始する。
その関係図面は、北海道建設部建設政策局維持管理防災課及び次の縦覧場所に備え置いて、
告示の日から２週間、一般の縦覧に供する。
平成２６年７月１１日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 道路の種類 道道
２ 道路の路線名、縦覧場所及び区域
路線名及び縦覧場所 区 間 変更前後の別 敷地の幅員 延 長 国道等との重複区間
根 室 中 標 津 線
北海道釧路総合振興局
釧 路 建 設 管 理 部

野付郡別海町中春別南町２番４地先から 前 １９．３９	から １８６．５９	 ――同郡別海町中春別西町１０番１地先まで ３６．１２	まで

後 １９．３９	から １８６．５９	 ――３６．１２	まで

後 １５．１８	から ２１３．９０	 ――３６．７５	まで
平 取 静 内 線
北海道胆振総合振興局
室 蘭 建 設 管 理 部

日高郡新ひだか町静内旭町２丁目１番３地先から 前 ９．１０	から １，２８０．００	 ――同郡新ひだか町静内御幸町６丁目３１番地先まで １６．００	まで

後 １６．００	から １，２８０．００	 ――２６．５０	まで

総合振興局告示及び振興局告示

北海道胆振総合振興局告示第５０号

次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。
なお、この入札に係る調達は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定
める政令（平成７年政令第３７２号）の適用を受ける。
平成２６年７月１１日

北海道胆振総合振興局長 田 邊 隆 久
１ 入札に付する事項
� 調達をする物品等の名称及び数量
ア 除雪ドーザー（１１ｔ級） １台
（交換契約により除雪ドーザー（１１ｔ級）１台を契約の相手方に供し、除雪ドー
ザー１台を契約の相手方から調達する。）
イ 除雪トラック（７ｔ級専用トラック ４×４） １台
（交換契約により除雪トラック（７ｔ級）１台を契約の相手方に供し、除雪トラッ
ク１台を契約の相手方から調達する。）
ウ 除雪トラック（１０ｔ級専用トラック ６×６） １台
（交換契約により除雪トラック（１０ｔ級）１台を契約の相手方に供し、除雪トラッ
ク１台を契約の相手方から調達する。）
エ 除雪トラック（１０ｔ級専用トラック ６×６） １台
（交換契約により除雪トラック（１０ｔ級）１台を契約の相手方に供し、除雪トラッ
ク１台を契約の相手方から調達する。）
アからエまでについては、それぞれの入札とする。

� 調達をする物品等の仕様等 入札説明書による。
� 納 入 期 限 平成２７年３月２４日（火）

 納 入 場 所 入札説明書による。
２ 入札に参加する者に必要な資格
次のいずれにも該当すること。

� 平成２５年北海道告示第３号又は平成２６年北海道告示第１１号に規定する物品の購入の資
格を有すること。

� 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
� 暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていな
いこと。


 当該調達物品に関し、仕様書に記載の要件を満たしていること。
� 当該調達物品又はこれと同等の類似品に係る複数台の納入（製造）実績があることを
証明した者であること。

� 当該調達物品に関し、即日対応が可能であるアフターサービス・メンテナンスの体制
が整備されていること。

 納入地区において当該調達物品納入後、１０年間以上の部品の供給が可能であることを
証明した者であること。

３ 条件付一般競争入札参加資格の審査
� この入札は、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の５の２の規定によ
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る条件付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定め
るところにより、２の
からまでに掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなけ
ればならない。
ア 申 請 の 時 期 平成２６年７月１１日（金）から同年８月１日（金）まで（日曜

日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８
号）に規定する休日を除く。）の毎日午前９時から午後５時ま
で

イ 申 請 の 方 法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しな
ければならない。

ウ 申請書類の提出先 郵便番号０５１－８５５８ 室蘭市海岸町１丁目４番１号 むろら
ん広域センタービル３階
北海道胆振総合振興局室蘭建設管理部建設行政室建設行政課

� 審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。
４ 契約条項を示す場所 北海道胆振総合振興局室蘭建設管理部建設行政室建設行政課
５ 入札執行の場所及び日時
� 入 札 場 所 室蘭市海岸町１丁目４番１号 むろらん広域センタービル３

階 北海道胆振総合振興局室蘭建設管理部会議室１（送付によ
る場合は、郵便番号０５１－８５５８ 室蘭市海岸町１丁目４番１号
むろらん広域センタービル３階 北海道胆振総合振興局室蘭建
設管理部建設行政室建設行政課）

� 入 札 日 時 平成２６年８月２２日（金）午後１時３０分（送付による場合は、
同月２１日（木）まで必着）

� 開 札 場 所 �に同じ

 開 札 日 時 �に同じ
６ 入 札 保 証 金 平成１６年北海道告示第４４８号の１の�及び�による。
７ 入札説明書の交付に関する事項
� 交 付 場 所 ４に同じ
� 交 付 方 法 �の場所で交付する。

なお、郵送による交付を希望する場合は、Ａ４判用紙が入る
返信用封筒（宛名を明記したもの）及び重量１２０グラムに見合
う郵便料金に相当する郵便切手又は国際返信切手券を添えて、
契約に関する事務を担当する組織に申し込むこと。
また、電子メール送信による交付を希望する場合は、契約に
関する事務を担当する組織に電子メール（アドレス：
murorandoboku.somu1@pref.hokkaido.lg.jp）で申し込むこと。

８ 落札者の決定方法及び契約書作成の要否
平成１６年北海道告示第４４８号の２の�のア及び３の�による。

９ 落札者と契約の締結を行わない場合
落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を
講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。

１０ そ の 他
平成１６年北海道告示第４４８号の４の�、�から�まで及び�から�までによるほか、次
による。
契約に関する事務を担当する組織

� 名 称 北海道胆振総合振興局室蘭建設管理部建設行政室建設行政課
� 所 在 地 郵便番号０５１－８５５８ 室蘭市海岸町１丁目４番１号 むろら

ん広域センタービル３階
� 電 話 番 号 ０１４３－２４－９８５７

１１ Summary

Ａ Nature and quantity of the products to be procured :

ａ Traveling Type Dozer Snow Remover (11 tons class) Quantify 1

ｂ Snow Removing Truck (7 tons class) Quantify 1

ｃ Snow Removing Truck (10 tons class) Quantify 1

ｄ Snow Removing Truck (10 tons class) Quantify 1

Ｂ Bid tendering date and time : 1 : 30 P.M., August 22, 2014

(If mailed, bids must arrive no later than August 21, 2014)

Ｃ Contact : Constructional Administration Division, Office of Constructional Administration,

Muroran Department of Public Works Management, Iburi General Subprefectural Bureau,

Hokkaido Government, Kaigan-cho 1-Chome 4-1, Muroran, Hokkaido 051-8558 Japan

Phone : 0143-24-9857

北海道十勝総合振興局告示第８４号

次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。
なお、この入札に係る調達は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定
める政令（平成７年政令第３７２号）の適用を受ける。
平成２６年７月１１日

北海道十勝総合振興局長 濱 � 隆 文
１ 入札に付する事項
� 調達をする物品等の名称及び数量
自走式リ－ル巻取散水機ほか１１品目（１９３点）
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� 調達をする物品等の仕様等 入札説明書による。
� 納 入 期 限 入札説明書による。

 納 入 場 所 入札説明書による。
２ 入札に参加する者に必要な資格
次のいずれにも該当すること。

� 平成２５年北海道告示第３号又は平成２６年北海道告示第１１号に規定する物品の購入の資
格を有すること。

� 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
� 暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていな
いこと。


 当該調達をする物品等に関し、迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備
されていることを証明した者であること。

� 当該調達をする物品等に関し、要求仕様書に記載の要件を満たしていることを証明し
た者であること。

３ 条件付一般競争入札参加資格の審査
� この入札は、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の５の２の規定によ
る条件付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定め
るところにより２の
及び�に掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければな
らない。
ア 申 請 の 時 期 平成２６年７月１１日（金）から同年８月１５日（金）まで（日曜

日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８
号）に規定する休日を除く。）の毎日午前９時から午後５時ま
で

イ 申 請 の 方 法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しな
ければならない。

ウ 申請書類の提出先 郵便番号０８０－８５８８ 帯広市東３条南３丁目
北海道十勝総合振興局地域政策部総務課

� 審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。
４ 契約条項を示す場所
北海道十勝総合振興局地域政策部総務課

５ 入札執行の場所及び日時
� 入 札 書 提 出 場 所 帯広市東３条南３丁目 北海道十勝総合振興局地域政策部総

務課（送付による場合は、郵便番号０８０－８５８８ 帯広市東３条
南３丁目 北海道十勝総合振興局地域政策部総務課）

� 入 札 受 付 期 間 平成２６年８月２２日（金）から同月２７日（水）（日曜日及び土

曜日を除く。）午前９時から午後５時まで及び平成２６年８月２８
日（木）午前９時から午前１１時まで（送付による場合は、平成
２６年８月２８日（木）午前１１時まで必着）

� 開 札 場 所 帯広市東３条南３丁目 北海道十勝合同庁舎 地下会議室

 開 札 日 時 平成２６年８月２８日午後２時
６ 入 札 保 証 金
平成１６年北海道告示第４４８号の１の�及び�による。

７ 入札説明書の交付に関する事項
� 交 付 場 所 ４に同じ。
� 交 付 方 法 �の場所で交付する。

なお、郵送による交付を希望する場合は、Ａ４判用紙が入る
返信用封筒（宛先を明記したもの）及び重量１００グラムに見合
う郵便料金に相当する郵便切手又は国際返信切手券を添えて、
契約に関する事務を担当する組織に申し込むこと。
また、北海道十勝総合振興局のホームページの入札等の情報
（http : //www.tokachi.pref.hokkaido.lg.jp/ts/sum/kki/kaikei/nyusatu-

info.htm）においてダウンロードすることができる。
８ 落札者の決定方法及び契約書作成の要否
平成１６年北海道告示第４４８号の２の�のア及び３の�による。

９ 落札者と契約の締結を行わない場合
落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を
講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。

１０ そ の 他
平成１６年北海道告示第４４８号の４の�、
、から�まで及び�から�までによるほか、
次による。
契約に関する事務を担当する組織

� 名 称 北海道十勝総合振興局地域政策部総務課
� 所 在 地 郵便番号０８０－８５８８ 帯広市東３条南３丁目
� 電 話 番 号 ０１５５－２７－８５０８

１１ Summary

Ａ Nature and quantity of the products to be procured : Self-propelled Reel Irrigator and 11

items 193 in total

Ｂ Bid tendering date and time : 2 : 00 P.M., August 28, 2014

(If Mailed bids must arrive no later than 11 : 00 A.M., August 28, 2014.)

Ｃ Contact : Administrative Division, Department of Regional Policy, Tokachi General
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Subprefectural Bureau, Hokkaido Government, Higashi 3-jo Minami 3-chome, Obihiro,

Hokkaido, 080-8588 Japan

Phone : 0155-27-8508

道 教 育 庁 教 育 局 告 示

北海道教育庁オホーツク教育局告示第２５号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
平成２６年７月１１日

北海道教育庁オホーツク教育局長 田 中 宣 行
１ 落札に係る物品等の名称（１リットル当たりの単価）及び調達予定数量
� Ａ重油その１ （網走養護学校） １６９，０００リットル
� Ａ重油その２ （紋別養護学校ひまわり学園分校） ３６，６６６リットル
� Ａ重油その３ （紋別養護学校） ９８，２３３リットル

 Ａ重油その４ （紋別高等養護学校） １７２，６６６リットル
２ 落札を決定した日
平成２６年６月３０日

３ 落札者の氏名及び住所
�ア 氏 名 加々見商店 加々見 雅幸
イ 住 所 網走市呼人２７８番地

�ア 氏 名 北日本石油株式会社
イ 住 所 東京都中央区日本橋蛎殻町１丁目２８番５号

�ア 氏 名 株式会社ハボロ
イ 住 所 紋別市本町１丁目１番１７号


ア 氏 名 北海道エネルギー株式会社
イ 住 所 札幌市中央区北１条東３丁目３番地

４ 落札金額
� ８５．８円
� ９１．６円
� １００．０円

 ８７．５円
５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の公告
平成２６年５月２０日付け北海道教育庁オホーツク教育局告示第２４号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
� 名 称 北海道教育庁オホーツク教育局道立学校運営支援室
� 所在地 網走市北７条西３丁目

道 警 察 本 部 告 示

北海道警察本部告示第３０４号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
平成２６年７月１１日

北海道警察本部長 坂 明
１ 落札に係る特定役務の名称及び数量
アグスタ式Ａ１０９Ｅ型機体（ぎんれい１号）２４００時間定時点検

２ 落札を決定した日
平成２６年６月１７日

３ 落札者の氏名及び住所
� 氏 名 朝日航洋株式会社
� 住 所 東京都江東区新木場４丁目７番４１号
４ 落札金額
２８，５１２，０００円

５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の公告
平成２６年４月３０日付け北海道警察本部告示第２１７号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
� 名 称 北海道警察本部総務部施設課
� 所在地 札幌市中央区北２条西７丁目
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